
お客さま各位  

２０２６年３月 

瀧野川信用金庫 

  

「Bank Pay 取引規定」および「ことら送金サービス利用規定」の改定について 

 

平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼を申し上げます。 

下記の通り「Bank Pay 取引規定」および「ことら送金サービス利用規定」を改

定いたしますので、お知らせいたします。 

 

記 

 

1. 改定日 

２０２６年３ 月２日（月） 

 

2. 改定となる規定 

① Bank Pay 取引規定 新旧対照表 改定後規定 

② ことら送金サービス利用規定 新旧対照表 改定後規定 

 

２. 改定内容 

① Bank Pay「収納委託方式」の取扱開始 

貸金債権（消費者金融やクレジットカード会社のカードローン、クレジ

ットカードのキャッシング等）のスポット返済の返済手段として、Bank 

Pay の仕組みを活用するものです。 

② ことら送金「特定用途送金」の取扱開始 

特定の用途（寄附）・対象寄附先（法人等）に限ったことら送金です。 

詳しくは株式会社ことらのホームページ「特定用途送金に関するご留

意事項」をご覧ください。

https://www.cotra.ne.jp/manual/tokutei_youken.pdf 

 

以上 

https://www.shinkin.co.jp/takishin/kitei/pdf/105bankpay_oldnew.pdf
https://www.shinkin.co.jp/takishin/kitei/pdf/105bankpay.pdf
https://www.shinkin.co.jp/takishin/kitei/pdf/106cotra_oldnew.pdf
https://www.shinkin.co.jp/takishin/kitei/pdf/106cotra.pdf
https://www.cotra.ne.jp/manual/tokutei_youken.pdf

